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はじめに  ～妊 娠 がわかったら～  

 妊娠がわかったら産婦人科に受診 したり，母 子手帳をもらいにいったり，出 産する

病院を探 したり…  

 そして上司 ，同僚にいつ報告 しようかと悩む方もいらっしゃるかと思います。  

 一般的に安定期 （妊 娠 ４～５か月 ）に入 ってから報告することが多いですが，所属

長にはなるべく早めにご報告をし，面 談 をしてもらうようお願いします。  

 男性職員の方も，パートナーの出産予定日の２か月前までを目安に面談をお願い

します。  

面談の際は，「産 育 休面談 シート」または「父 親面談 シート」をご活用いただき，面

談 シートは人事主管課までご提出 ください。  

 

 

 

 

 

 

 

アイコンの種 類  

       休暇 ・休 業 （人 事課担当 ）           

       給与 ・手 当 （給 与厚生室担当 ）    

 

       用 語 解 説  

 特別休暇  有給の休暇 

 

部 局 別  人 事 主 管 課 の連 絡 先   

 市長部局等  人事課      人事課問合せメール 

   （庁内メールが使用できない場合は０4-7167-1113／内線７７１－３３１４・２２９２） 

   給与厚生室   

             給与相談メール 

   （庁内メールが使用できない場合は04-7167-1241／内線７７１－３３９８・3409） 

             健康管理相談メール（定期健康診断・人間ドック等に関すること） 

   （庁内メールが使用できない場合は04-7167-12８５／内線2６１３・２６５７） 

 教育委員会  教育総務課  04-7191-7389 

 上下水道局  総務課     04-7166-3181 

 消防局   消防職員課  04-7133-8798 

印 がない場 合 は共 通  
女性限定  

男性限定  

産 育 休 制 度 の説 明 や様 式 を柏 市 ホームページ内 に掲 載 しています。  

◀Q R コードまたは以 下 のアドレスからご覧 ください。  

h t t p s : / / w w w . c i t y . k a s h i w a . l g . j p / j i n j i / s h i s e i j o h o / s h o k u i n /

s a n i k u k y u / s a n i k u k y u . h t m l  
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産 育 休 スケジュール  

女性用  
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男性用  
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妊 娠 から出 産 まで  

定期健診を受けるときは  

 妊娠中又は出産後 1 年以内の女子職員が，母 子保健法に基づく健康診査又は

保健指導を受ける場合 ，特別休暇を取得できます。  

 なお，健康 診査又は保健指導は，個別的 ・直 接的 に行われるものに限 ります（集 団

的 ・間 接的に行われる母親学級等は対象外です。）。  

妊産婦の健康診断

休暇  

［特 別 休暇 ］  

●  休暇の回数   ※1 月は 28 日とします  

 ①妊娠 6 か月まで・・・・・・ ・・4 週間につき 1 回  

 ②妊娠 7 か月～9 か月 ・・・・2 週間につき 1 回  

 ③妊娠 １０か月～分娩 ・・・・・1 週間につき 1 回  

 ④分娩後 1 年まで・・・・・・・・1 回  

●  取得時間  

 1 回につき４時間まで  

●  申請方法  

  初 回 申 請 時 は，特 別 休 暇 （出 産 関 係 ）承 認 申 請 書 と母

子手帳の写 し（表 紙 と分娩日が記載されているページ）を

人 事 主 管 課 に提 出 。2 回 目 以 降 は勤 務 管 理 システムで

申 請 ※システムが使 えない所 属 は，特 別 休 暇 （出 産 休 暇

等関係 ）承 認請求書を毎回提出  

  ※①～④以外で医師等に指示された場合は，医師等の  

   指示を証 する書面の写 しを人事課に提出  

 

通勤時の混雑の負担が大きいときは  

 妊 娠 中 の女 性 職 員 が，電 車 ，バス等 の公 共 交 通 機 関 を利 用 して通 勤 している場

合に，その混雑の程度が著 しく，母 体 又 は胎児の健康保持に影響があると認められ

るときは，「母 体保護休暇 」を取得することができます。  

母体保護休暇  

［特 別 休暇 ］  

●  取得時間  

 1 日 につき１時 間 以 内 （原 則 ，勤 務 の始 まりと終 わり 30

分 ）  

●  提出書類  

 特別休暇 （出 産休暇等 ）承 認請求書  

 ※人 事 課 で通 勤 経 路 等 を鑑 みて承 認 となります。通 勤 経

路のわかる書類 ，母 性健康管理指導事項連絡カード等

の添 付 書 類 が必 要 になるため，取 得 を希 望 する場 合は

事前に人事主管課へご相談 ください  

 ※徒歩 ，自転車 ，自 家用車等による通勤は対象外  
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休息又は補食が必要なときは  

 妊 娠 中 の女 性 職 員の業 務 が，母 体 又は胎 児 の健 康保 持 に影 響 があると認 められ

るときは，適 宜休憩 し，又 は補食するために必要な時間について，「妊 産婦の業務軽

減等休暇 」を取得することができます。  

※出勤することが前提の休暇のため，１日 単位の取得は不可  

※母性健康管理指導事項連絡カード等の添付書類が必要になるため，取 得を希望

する場合は事前に人事主管課へご相談 ください  

 

体調が悪いときは（病気休暇 ）  

 妊 娠 中 ，体 調 が優 れないときは，無 理 をしないで所 属 長 などに申 し出 ましょう。職

員健康管理室では，保健師 による健康相談を随時受け付けます。また，医 師の診断

によっては，病気休暇を取得することも可能です。  

病気休暇  ●  期間  

 90 日まで（土 日 ，祝 日を含む）  

 ※病気休暇の期間 （90 日 ）を経過 してもなお療養を要す

る場合は，「病 気休職 」となります。  

●  取得単位  

 １日 単位  

●  提出書類  

 ①病気休暇 ・休 職 経過報告書  

 ②医師の診断書又は母性健康管理指導事項連絡カード  

  （病 名 ，療 養期間が明示されているもの）  

●  休暇期間中の給与  

 休 暇 中 は給 与 が支 給 されます。ただし，一 度 も勤 務 がな

い月 がある場 合は，その月の通 勤 手 当等 及 び管 理 職 手 当

は支給 されません。病 気 休職 となった場 合は給 料の８割 が

支給されます。  
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産 前 ・産 後  

産前 ・産後の休暇について  

産前休暇  

［特 別 休暇 ］  

 

 

 

●  期間  

 出産予定日を含め，出産予定日の 8 週間 （多 胎妊娠は 14 週 ）

前 に当たる日から出産日まで  

●  提出書類  

 ①特別休暇 （出 産 休暇等 ）承 認請求書  

 ②母子健康手帳の出産予定日の記入 してあるページの写 し  

 ③母 子 健 康 手 帳 の表 紙 （保 護 者 の名 前 が記 入 されたもの）の

写 し  

 期 間 計 算 の例   ★：出 産 予 定 日 （＝産 前 休 暇 最 終 日 ）  ●：産 前 休 暇

初 日  

  

※出 産 予 定 日 と実 際 の出 産 日 が一 致 しない場 合 ，最 終 的 な産

前休暇の終期は出産日となります。  

●  休暇期間中の給与  

 休 暇 中 は給 与 が支給 されます。ただし，一 度 も勤 務 がない月が

ある場合は，その月の通勤手当等及び管理職手当は支給されま

せん。  

4月 5月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

31 1 2 ●　3 4 5 6 28 29 30 ④　1 2 3 4

7 8 9 ⑦10 11 12 13 5 6 7 ③　8 9 10 11

14 15 16 ⑥17 18 19 20 12 13 14 ②15 16 17 18

21 22 23 ⑤24 25 26 27 19 20 21 ①22 23 24 25

28 29 30 1 2 3 4 26 27 ★28 29 30 31 1
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産後休暇  

［特 別 休暇 ］  

 

●  期間  

 出産日の翌日から 8 週間を経過する日 まで  

●  提出書類  

 ①特別休暇 （出 産 休暇等 ）承 認請求書  

 ②母子健康手帳の出生届出済証明のページの写 し  

 期間計算の例   ★：出 産 日  ●：産 後 休 暇 最 終 日  

 

●  休暇期間の給与  

 休 暇 中 は給 与 が支給 されます。ただし，一 度 も勤 務 がない月が

ある場合は，その月の通勤手当等及び管理職手当は支給されま

せん。  

 

 

 

産前 ・産後休暇中の共済掛金について  

 共 済 組 合 に掛 金 免 除 の申 出 をした場 合 ，出 産 予 定 日 の６週 間 前 （多 胎 妊 娠 の場

合は１４週間 前 ）の日の属 する月から産後休暇が終了する日の翌日の属する月の前

月までの期間は，掛 金が免除になります。なお，将 来 支給を受ける共済年金を含め，

原則として不利益は生じません。  

掛金免除  

 

●  提出書類 ：産 前 産後休業掛金免除 （変 更 ）申 出書  

※産 前 休 暇 取 得 時 及 び産 後 休 暇 取 得 時 の２回 提 出  

●  提出期限 ：産 前 時は掛金の免除を受けようとする月の

５日 まで，産後時は産後速やかにご提出 ください。  

※免 除 を希 望 しないかたは給 与 厚 生 室 へ申 し出 てくださ

い。  

例  

 出産予定日 （６月 １１日 ）の６週間前が５月 １日 で，産 後休

暇 終 了 日 が８月 ６日 の場 合   ⇒５月 ～７月 の３か月 分 の

掛金が免除  

 

 

 

 

 

5月 ６月 ７月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 1 ⑤　2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 2 3 ①　4 5 6 7 8 7 8 ⑥　9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 9 10 ② 11 12 13 14 15 14 15 ⑦16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 16 17 ③18 19 20 21 22 21 22 ●23 24 25 26 27

26 27 ★28 29 30 31 1 23 24 ④25 26 27 28 29 28 29 30 31 1 2 3

30 1 2 3 4 5 6
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出産補助休暇 ・育児参加休暇について  

配 偶 者 が出 産 するときは，男 性 職 員 も積 極 的 に休 暇 を取 得 して，出 産 に向 けての

準備や出産後の育児に協力 しましょう。  

出産補助休暇  

［特 別 休暇 ］  

 

 

 

●  期間  

 職員の配偶者 （パートナー含 む）が出産のため入院 した

日から出産日後 2 週間を経過する日まで  

●  付与日数  

 3 日 （取 得単位は１日又は１時間 ）  

●  提出書類  

 父親面談シート   

 ⇒人 事 主 管 課 で休 暇 を付 与 後 ，勤 務 管 理 システム上

で休暇が入力できるようになります。  

●  休暇期間の給与  

 休 暇 中 は給 与 が支 給 されます。ただし，一 度 も勤 務 が

ない月 がある場 合 は，その月 の通 勤 手 当 等 及 び管 理 職

手当は支給されません。  

育児参加休暇  

［特 別 休暇 ］  

 

●  期間  

《第 1 子目 》  

 出産の日以後 １年 を経過するまでの期間  

《第 2 子目以降 》  

 職員の妻の産前休暇期間中及び出産の日以後 １年 を

経過するまでの期間  

●  対象  

《第 1 子目 》  

 出産に係る子  

《第 2 子目以降 》  

 出産に係る子又は小学校就学前の子  

●  付与日数  

 5 日 （取 得単位は１日又は１時間 ）  

●  提出書類  

 父親面談シート  

⇒人 事 主 管 課 で休 暇 を付 与 後 ，勤 務 管 理 システム上 で

休暇が入力できるようになります。  

●  休暇期間の給与  

 休 暇 中 は給 与 が支 給 されます。ただし，一 度 も勤 務 が

ない月 がある場 合 は，その月 の通 勤 手 当 等 及 び管 理 職

手当は支給されません。  

※短 時 間 勤 務 職 員 及 び育 児 短 時 間 勤 務 職 員 は，１週 間 の勤 務 日 によって付 与 日

数が変わります。  
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子どもの扶養手続きについて  

子 どもを扶 養 に入 れるにあたっては，主 として生 計 を維 持 する者 が手 続 きを行 いま

す。職員が認定を受ける場合は次の書類を提出 してください。  

区   分  提出書類 （提 出期限 ）  内容  

共済組合証の

扶 養 認 定 （資

格確認書等 ）  

被 扶 養 者 申 告 書 ，住 民 票 等 の

お子様の個人番号がわかる書類

（出 産後 30 日以内 ）  

認定後 2 週間ほどで発行 。

給 与 厚 生 室 に届 き次 第 ご連

絡 させていただきます（お急

ぎの場合はご相談 ください）  

扶養手当  扶 養 親 族 異 動 認 定 申 請 書 (出

産後 15 日以内 )  

扶 養 手 当 として出 生 日 の翌

月給与から月額 1１ ,５00 円

が支給されます（出 生 日が月

の初 日 である場 合 は当 月 か

ら）  

児童手当  

※ 児 童 手 当 は

原 則 配 偶 者 と

比 較 し て 前 年

の 所 得 が 多 い

方 が 受 給 者 と

なります 。 手 続

き前 にご確 認 く

ださい  

①《第 1 子目 》児 童 手当認定請

求書 (出産後 15 日以内 )  

  《第 2 子目以降 》児 童手当額

改 定 請 求 書 (出 産 後 15 日 以

内 )  

②個 人 番 号 台 帳 兼 届 出 書 (出

産後 15 日以内 )※配偶者がい

る場 合は，配 偶 者のマイナンバー

も御記入 ください  

児 童 手 当 として出 生 日 の翌

月 分 から２カ月 に一 度 月 額

10,000 円 （3 歳未満の子

は月額 １５，０００円 ，第 3 子

以降は月額 ３０ ,000 円 ）  

が支給されます  

 

育 休 中 の配 偶 者 も扶 養 認 定 できる可 能 性 があります！  

 配 偶 者 が育 児 休 業 を取 得 している場 合 ，通 常 は扶 養 の対 象 外 であっても育 児 休

暇中のみ扶養認定できる場合があります（各 事業所により扶養要件は異なります）。

柏 市職員が配偶者を扶養認定する場合 ，以下のとおりお手続きください。  

①給与上の扶養  

 配 偶者 の育 児休 業 手当 金を含 めた向 こう１年 間 の年 収が 130 万円未 満 （月 額

108,334 円未満 )となる場合 ，扶 養 手 当の対象 となる可能 性があります。該 当 と

なる場合は，給与厚生室へご相談ください（復職後は取消し手続きを忘れずに）。 

②所得税法上の扶養  

 年末調整の時点で配偶者のその年の１～１２月の給与収入が 103 万円以下であ

る場合 ，所得税の扶養親族とすることができますので，年末調整でご申請 ください。  

※今後の法改正により変更となる可能性があります。（令和７年２月末時点） 

 

 



目次・スケジュール 妊娠から出産まで 産前・産後 育児休業 復職 

 

13 

出産に関する給付について  

千 葉 県 市町 村 職員共 済 組 合 (以 下 「共 済 組 合 」といいます。 )などから，出 産 に関 し

て下記の給付が受けられますので，忘 れずに申請をしてください。  

区   分  名  称  金  額  等  

職員厚生組合  

※加入者のみ  

出産給付  1 児につき 10,000 円分の商品券  

（父 母 ともに組 合 員 の場 合 それぞれ申

請可 。代理人による申請可 ）  

※出産から 1 年以内にご提出 ください  

共

済

組

合  

組合員  

出産費  500,000 円  

（産 科 医 療補償制度に未加入の医療機

関で出産 した場合は 488,000 円 ）  

出産費附加金  20,000 円  

妊 婦 保 健 助 成

金  

5 ,000 円  

被扶養者  

家族出産費  500,000 円  

（産 科 医 療補償制度に未加入の医療機

関で出産 した場合は 488,000 円 ）  

家 族 出 産 費 附

加金  

20,000 円  

妊 婦 保 健 助 成

金  

5 ,000 円  

互助会  出産費助成金  20,000 円  

 

直 接 支 払 制 度 について  

 医療機関等の窓口で，出 産費用から出産費 （家 族出産費 ）の額を控除 した額を支

払うこととなり，出 産時における経済的負担が軽減される制度です。  

    

   ＜例  出産費用が５５万円の場合＞  

出産費用   55 万円  

差額  ５万円  共済組合からの法定給付  ５０万円  

     ↑通常医療機関窓口で 55 万円支払うべきところを，事前の申 し出るこ  

       とで自己負担 5 万円のみで済む制度 。５０万未 満の場合は，医療機関  

       への支払いはなく，[５０万円 －出産費用 ]の差額分を，出産後共済組  

       合に請求 することとなります。  

 

 (1)  手続方法  

   出産予定の医療機関で手続をしてください（医 療機関に直接支払制度を利用

する旨を伝えてください。）。  

 (2)  差額の出産日及び附加給付 ・助 成金の請求方法  
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   後日 （出 産後 6 カ月後程度 ）共 済組合から「出 産費等 請求書 」が送付される  

   ため，書類が届き次第必要事項を記入 し，出 産から 2 年以内に給与厚生室  

   へご提出 ください。共済組合からの送付を待たずに申請 することも可能です  

   が，その場合は請求書と併せて次の書類が必要です。請 求書は給与厚生室で  

   ご用意 しますので問い合わせください。  

    ・直 接 支払制度を活用する旨の合意文書のコピー  

    ・出 産 に要 した費用の詳細を記 した書面のコピー（領 収 証等 ）  

 (３)  直接支払制度を利用 しない又は医療機関で利用できない場合  

 医療機関 に出産 費 用を全額 支払 った後 ，共 済 組合に出産費 （家 族 出 産費 ）

を請 求 します。請 求 書 中 の証 明 欄に，出 産 についての医 師 又 は助 産 師 の証 明

が 必 要 となります。事 前 に「出 産 費 ･家 族 出 産 費 等 請 求 書 」を給 与 厚 生 室 窓

口に御請求 ください。  

  また，請 求 書 を提 出 の際 には，下 記 の書 類 を添 付 の上 ，給 与 厚 生 室 に提 出

してください。  

    ・直 接 支払制度を活用 しない旨の合意文書のコピー  

・出 産 に要 した費 用 の詳 細 を記 した書 面 のコピー（領 収 書 及 び明 細 書 に出 産

者 ，出産日 ，出 産数 ，代理受取額なしの記載あるもの  

 (４)  受取代理制度を利用する場合  

 出産予定日前 ２か月以内に手続を行う必要があります。利 用する場合は，下

記の書類をご用意の上 ，給与厚生室へ申 し出てください。   

・出産育児一時金等支給申請書 【受取代理用 】（医療機関にて発行 ）  

   ・出産者及び出産予定日を確認できる書類 （写 し）  

※予定 していた医 療 機関等 で出 産 しなくなった場 合などで受 取代理 申請 を取

下 げる時 は，医 療 機 関 で発 行 される「出 産 育 児 一 時 金 等 受 取 代 理 申 請 取 下

書 」の提出が必要になります。  

 (5)  その他  

 出 産 費 の貸 付 制度 （無 利 子 ）も利 用 できますので，希 望 者は事 前 にご相 談 く

ださい。  
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育 児 休 業  

育児休業の取得について  

 子どもが 3 歳に達 する日まで（満 3 歳の誕生日の前日まで）の期間において，育

児休業を取得 することができます。なお，配 偶 者が専業主婦 （主 夫 ）であっても，また

夫婦同時でも育児休業を取得することもできます。  

 

育児休業  

 

●  対象  

 ・法 律 上の親子関係がある実子 ・養 子 を養育 している職員  

 ・特 別 養子縁組の監護期間中の児童を養育 している職員  

 ・養 子 縁組里親として委託を受けて児童を養育 している職員  

●  期間  

 子が 3 歳に達する日まで（1 人の子について，原則分割 して２回取

得可能 ）。なお，産 後 パパ育休 （男 性職員が子の出生日から 57 日以

内の期間で取得する休暇 ）は「◇育児休業の分割取得◇」を参照 。  

●  提出書類  

 ①育児休業承認請求書  

 ②母子健康手帳の出生届出済証明のページの写 し  

※育 児 休 業 を取 得 する 1 月 前 まで（産後パパ育休の場合は，

開始日の２週間前まで）に提出 してください  

 

育児休業の取得による影響  

 ・給 与 は支給されない（無 給 ）※月 の途 中で育児休業開始 又は復職

となった場合 ，日割 り計算にて支給  

 ・育 児 休業中の昇給 ・昇 格はなし（復 職 後昇給 ）  

 ・復 職 後 の昇格において在級年数を計算する際 ，１月 以内の育児休

業は影響なし。１月 を超える期間については育児休業期間の「1/2」を

出 勤 したものとして取 り扱 う  

・期 末 ・勤 勉手当 （ボーナス）  

  在職期間の計算において，産後パパ育休の期間とそれ以外の育児

休 業 の期 間 のそれぞれについて，取 得 期 間 が１月 以 内 の場 合 は影 響

なし。取 得期間が１月を超える場合は減額又は不支給  

＜期 末 手 当 ＞基 準 期 間 内 に勤 務 した期 間 及 びこれに相 当 する期 間

がある場 合 ，その期間 に応 じて支 給 。在 職 期 間 の算 定 においては，育

児休業取得期間の２分の１の期間を除算 。  

◇育児休業の短縮について◇  

 保育所へ託児できるようになったなど，当 初 の育児休業の期間を短縮する場合は，

復 職 日 の１月 前 までに養 育 状 況 変 更 届 を提 出 してください。  
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◇育児休業の延長について◇  

 最初に承認された期間を延長することは，原則として 1 回認められます。再

度 ，育児休業承認請求書を提出し，期間の延長を申し出てください。  

 なお，配偶者の入院や別居等 ，育 児休業期間を最初に延長 したときに予測

できなかった事情が生じたために，再度育児休業期間を延長しなければ，子ど

もの養 育 に著 しい支 障をきたすと考 えられる場 合 ，再 度 期 間を延 長 すること

ができる場合があります。  

 

◇育児休業の分割取得◇  

 1 人の子について原則 2 回まで  分割して取得できます。  

 さらに男性職員のみ，最大 ４回まで分割して取得できます。  

  ＝子の出生の日から 57 日間の期間内に２回まで（産後パパ育休 ）と，それ

以降から１歳になるまでに２回まで  

             出生日                                                                                                        3歳 
   

  産後休暇 ① 育児休業  ② 再度の育児休業 

  
←出生日から 57 日（出生日＋産後８週間）→ 

 

 ① 産後パパ育休  ② 産後パパ育休 ③ 育児休業  ④ 再度の育児休業 
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育児休業中の手当金等について  

 

 育児休業中は給与が支給されません。その間の経済的支援のため，下記のような

手当金等の支給制度があります。  

 

子が 1 歳に  

達するまで  

[共済組合 ]  

 

 

育児休業手当金  

●  支給期間  

 育児休業の期間の初日から子の 1 歳の誕生日の前日まで  

 ※両親が共に育児休業を取得する場合  

   （パパママ育休プラス）  

  父親の手当金支給可能期間 （範 囲 ）は，子 の年齢が 1 歳

2 か月に達するまでの間 （最 長 １年間 ）に延長されます。  

→該当する場合は給与厚生室へご連絡 ください。  

●  支給額  

 【育 休 開始から 180 日目 （土 日を含む日数 ）まで】  

標準報酬の日額の 67％相当額※給付上限あり。  

例年 ８月に変更  

 （１日 につき，標準 報酬の日額 ×67/100）  

 【育 休 開始から 181 日目 （土 日を含む日数 ）以 降 】  

標準報酬の日額の 50％相当額※給付上限あり。  

例年 ８月に変更  

 （1 日につき，標準 報酬の日額 ×50/100）  

●  提出書類  

 育児休業手当金請求書  

 ※休業開始の前月 20 日までに給与厚生室へ提出 してくだ  

  さい。  

自動的に休業月の翌月 28 日に共済組合登録口座に送

金されます。  

※請求書の提出は１回ですが，育 児 休 業 手 当 金 請 求 可 能 期  

間 に育 児 休 業 期 間 を変 更 （短 縮 ・ 延 長 ） した場 合 は ，その

都 度 ，育 児 休 業 手 当 金 請 求 書 の提 出 が必 要 です。  

※勤務に服することができない日ごとに，その翌日から２年  

間行わないときは，時効 により請求に係る権利が消滅 しま

す。  
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 ◎特例の期間延長をする場合  

 復職のため，子 が１歳 に達 する前に保育所等へ入所 （入 所 希

望 日 は誕 生 日 以 前 ）を申 請 したが，当 面 入 所 できなかった場

合は，１歳 半 まで延長が可能です。  

 さらに，子 が１歳 ６か月 に達 する前 に保 育所等 へ入所 申込 を

したが，当 面 入所できなかった場 合は，２歳 まで再延長が可 能

です。  

・育 児 休業手当金 (変更請求 )請求書  

・育 児 休業期間を証明する書類 （辞 令の写 し等 ）  

・保 育 所入所不承諾 (保留 )通知書等  

・育 児 休業手当支給対象期間延長事由認定申告書  

・市 区 町 村 に提出 した保育所等の利用申込書の全てのページ

の写 し（電 子申請の場合は画面の複写など）  

の提出が必要となります。  

※延長 ・再 延長を行 う月の前月 20 日までに給与厚生室へ提  

出 してください。  

※勤 務 に服 することができない日 ごとに，その翌 日 から２年 間

行わないときは，時効により請求に係る権利が消滅 します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※注 意 ※  

①ここでいう保 育 所 等 は、児 童 福 祉 法 第 ３９条 に規 定 する保 育 所

等 をいい，いわゆる無 認 可 保 育 施 設 はこ れ に含 まれ ません。  

②あらかじめ１歳 に達 する日 又 は１歳 ６か月 に達 する日 の翌 日 につ

いて保 育 所 等 における保 育 が実 施 されるように申 込 みを行 ってい

ない場 合 は該 当 しません。保 育 所 等 による保 育 の申 込 み時 期 等

については，市 町 村 （保 育 運 営 課 等 ）に御 確 認 願 います。入 所 希

望 月 の約 半 年 前 が締 切 となっている場 合 もあります。  
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子 の出 生 直 後 の

一定期間内  

[共済組合 ]  

 

 

 

育児休業支援手当金 （令 和 ７年 ４月 １日 創設 ）  

●  概要  

 子の出生 直後の一 定期間 内に両親 ともに１４日 以 上の育児

休 業 等 を取 得 した場 合  （配 偶 者 が就 労 していない場 合 など

は組 合 員 が取 得 した場 合 ）に，２８日 までを上 限 に，標 準 報 酬

の日 額 （標 準 報酬 の月 額 ×１ /２２（１０円 未 満 四 捨 五入 ）×１３

/１００  とし，円 未 満 は切 り捨 て）の１３％相 当 額 を支 給 します

（雇 用 保 険 法 の規 定 による出 生 後 休 業 支 援 給 付 金 に準 じた

上限額あり）。  

※令 和 ７年 ４月 １日 より前 に育 児 休業 等を開 始 し，４月 １日 時

点 で現 に育 児 休 業 等 をしている者 については，４月 １日 を「育

児休業等を開始 した日 」とみなして要件確認 。  

●  支給要件  

 組 合 員 及び配 偶 者が対 象 期 間内 （原 則 ，出 産 日 から起 算 し

て５７日 以 内 ，産 後 休 業 等 をしたときは出 産 日 から起 算 して  

１１３日 以 内 ）にいずれも育児休業等を１４日 （週 休 日を含む。）

以 上 取 得 ，又 は配 偶 者 が育 児 休 業 に係 る子 について産 後 休

業等を取得 した場合等に，請 求 でき，請 求 期間は，最 大 ２８日

（週 休日を含み，給 付は週休日を除 く。）が上限です。  

※詳細な支給要件は，別添 「270 支援参考 1 育児休業支援

手当金の支給要件の基本フローチャート」参 照  

●  提出書類  

 育児休業支援手当金請求書 ※請 求 者 氏 名 欄 は署 名 又 は押 印  

 請求者の育児休業期間を証明する書類 （辞 令の写 し等 ）  

 配 偶 者 の育 児 （産 後 ）休 業 等の所属 機関 等 の証明 書 の写 し

（育 児休業の承認書 ・承 認請求書 ・事 例 の写 し等 ）  

 母 子 健 康 手 帳 （出 生 届 出 済 証 明 のページ）の写 し又 は配 偶

者が確認できる住民票 （続 柄あり）の写 し  

※その他 ，別 途 書類 を依頼 する場 合あり（参 考 ：270 支援 参

考 2 育児休業支援手当金請求に係る主な添付書類 ）  

●  提出期限 ・提 出 先  

 給 付 を受 ける前 月 の１５日 まで（４月 と１２月 は１０日 まで）に

給与厚生室へ提出 してください。  

※請 求 は実 際 に育 児 休 業 等 を取 得 した後 ，１回 （ 「育 児 休 業

支援手当金請求書 」は１枚 ）とすること（未 来の日付は不可 ）。  

※給付事由の生じた日から２年 間行わないときは，時 効により

請求に係る権利が消滅 します。  
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＜育児休業手当金 ・育児休暇助成金支給イメージ＞  
 ▶保育園入所手続きをせず，３歳まで休暇を取得した場合  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ▶１歳 に達する前に保育園入所手続きをしたが，入所保留となり給与厚生室
へ手続きを行った場合  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子が 1 歳に達 して

から  

［互 助 会 ］  

育児休暇助成金  

●  支給期間  

 子が 1 歳に達 した日 （子 の 1 歳の誕生日 ）の翌日以後に育

児 休 業 を取 得 し，給 料 の全 部 及 び育 児 休 業 手 当 金 が支 給 さ

れないとき  

●  支給額  

 1 日につき 300 円 （勤 務を要 しない日を除 く）  

●  提出書類  

 育児休暇助成金請求書  

※1 歳 の誕 生 日 以 降 育 児 休 業 を取 得 した実 績 （育 児 休 業 手

当 金 支 給 期 間 を除 く）を元 に請 求 いただきます。休 業 月 の翌

月 15 日までに提出いただくと休業月の翌々月 28 日に支給

されます（一 括 請 求 も可 ）。尚 ，3 歳 に達 するまで育 児 休 業 を

取得され，復職時に一括請求する場合 ，時効が 2 年のため給

付 を受 けられなくなる期 間 が発 生 することがありますのでご注

意 ください。  

出産  

給与が支給  

※ 通 勤 ， 管 理 職 手

当 は支 給 なし  

育児休暇助成金  

※3 歳まで休暇取得予定の場合は請

求の時効にご注意を！  

育 休

開始  

１

歳  
３歳  

出産  

給与が支給  

※通 勤 ，管 理 職 手

当 は支 給 なし  

育 児 休 業

手 当 金
（ ＋ 育 児 休

業 支 援 手

当 金 ）  
 

育児  

休業  

手当金  

育 休

開始  

１

歳  
３歳  1 .5

歳  

2

歳  

1 .5 歳前に入所

手 続 きを行 った

が入 所 保留 とな

っ た 場 合 は ， 2

歳まで延長可  

手当延長  

育 児 休 業

手 当 金
（ ＋ 育 児 休

業 支 援 手

当 金 ）  
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いくらもらえるの？  手 当 金 を試 算 してみよう  

 

①給与明細書で標準報酬月額をチェック  

 以下の QR コードか LINK より給与明細書をご確認 ください。                    

 

②上記の標準報酬月額から標準報酬日額を計算  

 ２20,000÷22＝１０，０００ （ １０円 未 満 四 捨 五 入 ）  

③支給となる金額を試算  

 例  育休開始日が 9 月 １８日 （出 産日が７月 ２８日 ）  

 ▶育 休 開始から１８０日 まで…６７パーセント相当額  

  １０，０００×0.67＝6,700 円  

 ▶育 休 開始から１８１日 以降…５０パーセント相当額  

  １０，０００×0.5＝5,000 円  

  ・９月 分    67,000 円 （６ ,700×10 日 ）  

  ・10 月分   147,400 円 （6,700×22 日 ）  

              ：  

  ・４月 分    105 ,000 円 （5,000×21 日 ）  

   ※支給日数は土日を含みません。  
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育児休暇中の共済掛金について  

 共 済 組 合 に掛 金 免 除 の申 出 をした場 合 ，育 児 休 業 等 を開 始 した日 の属 する月 か

ら終 了 する日 の翌 日 が属 する月 の前 月 まで，又 は育 児 休 業 等 を開 始 した日 の属 す

る月内に，14 日 以 上 （休 業 期間中に就業予定日がある場合は，当該就業日を除 く。

また，土 日 等 の休 日 も期 間に含む。）の育 児休 業等 を取 得 した場 合 その月 の分 につ

いて，掛金が免除になります。また，期 末勤勉手当の共済掛金については，月の末日

を含 んだ連 続 した１か月 を超 える育 児 休 業 等 を取 得 した場 合 に免 除 されます。１か

月を超えるかは暦日で判断 し、土日等の休日も期間に含みます。  

 なお，将来支給を受ける共済年金を含め，原則として不利益は生じません。  

掛金免除  

 

●  提出書類 ：育 児 休業掛金免除申出書  

●  提出期限 ：掛 金 の免除を受けようとする月の前月の２０日 まで  

※育児休業期間の変更 （延 長 ・短 縮 ）がある場合は，その都度  

 掛金免除期間も変更する必要があります。  

※免除を希望 しないかたは給与厚生室へ申 し出てください。  

例  

①育 児 休 業 開 始 日 が５月 １日 で，終 了 日 が翌 年 ４月 １０日 の場 合   

⇒５月～翌年 ３月分及び６月期末勤勉分 の掛金が免除  

②６月 ２日～６月 ２０日 まで育児休業を取得 した場合  

⇒同月内に 14 日 以上休暇を取得 しているため，６月 分 の掛金は

免除 。ただし，月 末を含めて１か月 を超える休暇ではないため，期 末

勤勉手当分の掛金は免除対象外となる  

 

＜例①のイメージ＞  

 

1 / 2 3     3 / 5     5 / 1                                      4 / 1 0  

（産 前    （出 産 ）   （育 休 開 始 ）                            （復 職 ）  

 開 始 ）         

 

 

 

 

 

 

 

（女 性 のみ )    

産 後 休 暇  

（８週 ）  
育   児   休   業   期   間  復 職 後 期 間  

掛 金 免 除 期 間  
掛 金 免 除 期 間 （ 1 1 か 月 。  

5 月 か ら 翌 年 3 月 ま で。 期 末 勤 勉 分 も 免 除 ）  
掛 金 徴 収 期 間  
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◇育児休業中の収入のモデルケース◇  
 

 

  
モデル　主任（３級３０号給）男性　扶養　子１人（Ｒ5.8.1生まれ）　
標準報酬月額３２０千円
※R5.8月時点で試算した参考値です
※収入に住居手当，通勤手当，時間外手当は考慮していません

●休業なし
年間収入
給与計 期末手当計 勤勉手当計 計
3,583,966 715,372 574,944 4,874,282

控除額
共済掛金（介護適用なし） 源泉所得税
例月計 期末・勤勉手当計 計 例月計 期末・勤勉手当計 計

570,624 191,692 762,316 79,090 44,916 124,006

控除計 886,322

差引支給額 3,987,960

●休業１か月
年間収入
給与計 期末手当計 勤勉手当計 育児休業手当金 計
3,285,894 715,372 574,944 204,708 4,780,918

控除額
　共済掛金（介護適用なし） 源泉所得税
例月計 期末・勤勉手当計 計 例月計 期末・勤勉手当計 計

523,072 191,692 714,764 72,520 44,916 117,436
育児休業期間は掛金免除される。 ※年末調整の処理なし
※掛金１か月免除　47,552円 ※所得税9月分を減 6,570

控除計 832,200

差引支給額 3,948,718

●休業１年
年間収入
給与計 期末手当計 勤勉手当計 育児休業手当金 計

0 107,305 57,494 2,544,228 2,709,027

控除額
　共済掛金（介護適用なし） 源泉所得税
例月計 期末・勤勉手当計 計 例月計 期末・勤勉手当計 計

0 0 0 0 0 0
育児休業期間は掛金免除される。 ※年末調整の処理なし
※掛金免除１年間分（参考） 762,316 円 ※所得税１年間（参考） 124,006

控除計 0

差引支給額 2,709,027
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育児休業中の諸控除等について  

 給与の支給がなくなることから，毎月給与から控除されていた掛金等については，別途支払い 

又は中断となります。取り扱いは以下のとおりとなります。 

※ これらの金額等については，育児休業承認請求書が提出され次第，給与厚生室から個人宛に通知します。

内容を確認し，期日までに納付をお願いいたします。 

※ 共済組合の貸付，物資の償還については猶予制度があります。希望される場合は，ご相談ください。 

 

  

名 称 徴収 徴収方法 備考 

共済組合掛金 ※有  ※申出により支払免除有 

住民税 

※有 

指定納付書にて金融機関へ納

付 

(後日，市町村から自宅へ送付) 

普通徴収へ自動的に切替となりま

す。お住まいの市町村から届く納付

書に従ってお支払いください。 

厚生組合掛金 有 指定口座へ振込  

厚生組合返済金 有 指定口座へ振込 返済者のみ徴収 

市長会生命保険 有 指定口座へ振込 加入者のみ徴収 

市長会積立年金 有 指定口座へ振込 加入者のみ徴収 

がん保 険  有 指定口座へ振込 加入者のみ徴収 

共 済  (普 通 ・特 別 ・

住 宅 )  貸 付  
※有 

指定納付書にて金融機関へ納

付 

※申出により支払猶予有 

共済物資 
※有 

指定納付書にて金融機関へ納

付 

※申出により支払猶予有 

県互助会等各種保険 
有 

指定納付書にて金融機関へ納

付 

加入者のみ徴収 

共済貯金 無  加入者は中断 

iDeCo 

無 

 事業主払込（給与天引き）の掛金が

ある場合，契約金融機関へ連絡し，

休職前にご自身で個人払込への切

替手続きをお願いします。手続きが

無い場合，未納月が発生します。 

ただし，休職する月数が３か月以内

の場合は，休職する月の前月１０日

までに，給与厚生室へ別途ご相談く

ださい。ご相談が無い場合，未納月

が発生します。 
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育児休業中の配付物について  

 育 児 休 業 手 当 金 の送 金 通 知 ，共 済 貯 金 利 息 計 算 書 等 ，休 暇 中 に発 生 した配 付

物は，緊急 のものを除き，原 則所属を通 してお配 りします。また年末調整等のお知 ら

せについても，所 属 よりご連 絡 することとなります。配 付 ・お知 らせ時 期 は下 記 を参

考にしてください。  

時期  内容  

偶数月及び１月  【共 済 組 合 】共 済 だより（４月 号 のみ紙 配 付 。その他 の

月は電子版のご案内 ）  

発生の都度  【共 済 組 合 】給 付 金 等 送 金 通 知 書 （紙 で配 付 。育 児 休

業手当金等 ）  

４月  職員健康診断登録 （全 庁掲示板にて案内 ）  

５月及び１０月  【共 済 組合 】共 済貯金利息計算書 （紙 媒 体で配付 ）  

６月  【共 済 組 合 】サポート保 険 申 込 ・変 更 申 込 （申 込 書 を紙

で配付 ）  

６ 月 ～ ９月 （ 実 施

有無未定 ）  

【厚 生 組 合 】ディズニーコーポレート助 成 券 （全 庁 掲 示

板にて案内 ）  

１０月  年 末 調 整 （全 庁 掲 示板 にて案 内 。休 暇 中 ・確 定 申 告 の

有無に関わらず全員作業が必要 ）  

 

その他  

育児休業期間中でも下記事項に変更があった場合 ，速 やかに手続をしてください。  

【定 期 健康診断 】  

①健康診断登録  

例年 ４月頃に LoGo フォームで職員健康診断の登録を依頼 しています。「定 期 健康

診断 」と回答 した職員の方に対 し，定 期 健康診断受診のご案内をします。  

 

【次 年 度に復職をする場合 】  

 次 年 度 に育 児 休 業 等 から復 職 する場 合 は，前 年 度 の定 期 健 康 診 断 か人 間 ドック

（３５歳 以 上 ）等 を受 けてください。受 けられない場 合 は，医 療 機 関 等 で健 康 診 断

（自 費 ）を受 け，健 康 管 理 室 へ提 出 してください。その場 合 の費 用 については，厚 生

組合のワークライフバランス助成 （１０ ,000 円 ）の利用が可能です。  

変更事由  提出書類  提出先  

給与振込口座  給与口座振込依頼書  各 任 命 権 者 の人 事 ・

給 与担当部署  

各 任 命 権 者 の人 事 ・

給 与担当部署  

住居  住居届  

履歴事項変更届  

組合員情報等変更登録申告書  

※  通勤届は復職時に提出  

共済給付金口座  組合員情報等変更登録申告書  人事課給与厚生室  
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① ３ 歳 未 満 ② 復 職 後 ３ か 月 ③ 部 分 休 取 得  

復 職  

 復帰が決まったら，復 職日の 1～２か月前に所属と面談 し，復 職後の働き方につい

て話 し合いましょう。子 育てと仕事の両立のため，「育 児時間休暇制度 」等 を保育園

の送 り迎え等に活用 しましょう。  

 

給与に係る手続きについて  

 

 

 

◎ 育児休業等終了時改定の申出書 

 育児休業終了後，３歳未満の子を養育する間に育児部分休業等を取得（報酬が低下した条件を育児に限定

していないため時間外勤務や通勤手当の減少も対象となります。）したことにより，給料が減額され①休業

前よりも，②復職後３か月の報酬の平均を仮計算して比較すると②の金額の方が低いことがあります。 

 この時点では，休業前の高い報酬に基づいて計算されている標準報酬月額で共済掛金を負担しています。 

 ①と②の差を解消するため，申出書の提出により標準報酬月額を改定できる場合があります。この申出に

より，長期・短期・介護・福祉の掛金が②の低い標準報酬月額で算定され，月々の掛金負担を少なくすること

ができます。 

※ 復職後３か月間の標準報酬月額の平均で育児休業等終了時改定がされます。育児部分休業等を取得した

ことにより，休職前と比較して復職後３か月間の給料月額が低くなっている場合は，給与厚生室へ問い合わ

せください。（改定には一定程度の報酬減等が要件となり，全ての方が対象にはなりません。） 

 なお，産後休暇後，育児休業を取得せずに育児部分休業等を取得して復職する場合も同様の産前産後終了

時改定があります。該当する方は，給与厚生室へ問い合わせください。 

 

手続区分  提出書類 （締 切 ）  備考  

復 職 による掛 け金 免

除 及 び手 当 金 の取

消 ，助成金の請求  

育 児 休 業 掛 金 免 除 申 出

書 ・育 児 休 業 手 当 金 請 求

書 ，育 児 休 暇 助 成 金 請 求

書 （復 職後すみやかに）  

育 児 休 業 手 当 金 請 求 書

は，支 給 期 間 が終 了 してい

る場合は提出不要  

保 育 園 の 送 迎 等 で

通勤方法が変わった  

通 勤 届 （復 職 から 15 日

以内 ）  

 

共 済 貯 金を再 開 した

い  

共済貯金再開申込書  申 込 日 の翌 月 給 与 から貯

金積立を再開 します  

iDeCo 掛 金 の事 業

主 払 込 （ 給 与 天 引

き）を再開 したい  

契 約 金 融 機 関 へ連 絡 し，

ご自 身 で手 続 きをお願 い

します。  

 

住 民 税 を給 与 天 引

きしたい  

自宅に届いた納税通知書  申 込 いただいた時 点 で天

引 き開 始 時 期 を調 整 しま

す  
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① ３ 歳 未 満 ② 復 職 後 ③ 部 分 休 取 得 予 定  
 

◎ 養育特例の適用申出書 

 部分休を取得することでその分の給料が減額されます。これに伴い，標準報酬月額が下がる場合がありま

す。標準報酬が下がると，給与天引される共済掛金は少なくなります（負担が下がります）。しかし，厚生年金

や退職等年金給付の算定基礎額も少なくなるため，将来もらえる年金額が少なくなります。 

 ３歳未満の子を養育する間は休業前の標準報酬月額を厚生年金や退職等年金給付の算定基礎として，将来

もらえる年金額が減らないようにする特例があります。 

 養育特例の適用を受ける場合には申出書が必要となります。 

 

【例】標準報酬月額が２５万円であるが，月３０時間の部分休業 

 を取得したため，２０万円となるとき。 

  標準報酬月額は２０万円に減少しますが，申出により減少前  

 の標準報酬月額２５万円が年金の算定基礎となり，将来受給す 

 る年金額が減ることはありません。 

  

 ＜提出書類＞ 

  ・養育期間標準報酬月額特例申出書 

  ・戸籍謄本（※提出日から９０日以内に発行されたもの） 

  ・世帯全員の住民票（※ 〃 ） 

  ・個人番号確認書類及び身元確認書類 

  ※添付を省略することができる場合等がありますので，詳しくは申出書の下部を参照ください。 
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育児時間休暇について  

育児時間休暇  

［特 別 休暇 ］  

 

 

 

●  概要  

 生後 １年 に達 しない子を育 てる職員が，授 乳 ，保 育 所等への送

迎 等 ，その子 の保 育 を行 うために取 得 することができる特 別 休

暇  

※男 性 職 員 について，当 該 職 員 以 外 のその子 の親 （母 親 等 ）が

育 児 時 間 休 暇 と同 様 の休 暇 （育 児 休 業 を含 む。）を取 得 してい

る期間中は取得不可  

●  対象期間  

 産後休暇の期間の末日の翌日から子の 1 歳の誕生日前日ま

で  

●  取得単位  

 1 日 2 回 （午 前に 1 回 ，午後に 1 回 ）で，1 回 45 分以内 （午

前又は午後にまとめて（90 分 ）とることはできない。）  

 なお，育 児 時 間 休 暇 の前 後 に，年 次 有 給 休 暇 が引 き続 く場 合

は，育児時間休暇は承認されない。  

●  提出書類  

 特別休暇 （出 産休暇等 ）承 認請求書  

 ※利用開始希望日の２週間前までに提出  

 

 

育児 ・介護のための遅出勤務制度について  

育児 ，介護等の特別の事情のある職員については，勤務時間を「午 前 8 時 45 分

から午後 5 時 30 分まで」とする遅出勤務の適用を受けることができます。  

 なお，部分休業制度との併用も可能です。  

 （原  則 ）  

     8 : 3 0              1 2 : 0 0    1 3 : 0 0                  1 7 : 1 5  

勤  務  時  間  休  憩  勤  務  時  間   

 （育 児 ・介 護 のための遅 出 勤 務 ）  

     8 : 4 5              1 2 : 0 0    1 3 : 0 0                   1 7 : 3 0  

勤  務  時  間  休  憩  勤  務  時  間  

◇制度の適用を受けることができる職員◇  

 この制度は，本庁 ，沼南支所 ，保健所等に勤務する職員 （週 5 日勤務の職員 ）で，

次 の要件のいずれかに該当する職員が対象になります。  

(1)  小学校就学前の子を養育 している職員  

(2)  負傷 ，疾 病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者を介護

している職員  

(3)  その他遅出勤務をすることについて相当の事情のある職員  
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部分休業 ・子育て部分休業について  

部分休業／ 

子育て部分休業 

（無給） 

 

● 概要 

 以下の子を養育するため，勤務時間の一部または全部を勤務しないこと

が承認されるもの。 

 ＜部分休業＞ 

  ・小学校就学前の子 

 ＜子育て部分休業＞ 

  ・小学校１～３年生の子 

  ・障害者手帳を所持する小学校４～６年生の子 

● 給与の減額 

  部分休業／子育て部分休業を取得した時間分の給与が減額される（1時間

当たりの給与額に部分休業／子育て部分休業を取得した時間数を乗じて得

た額を減額）。 

※一月の合計時間で30分は 1時間に切上げ ex.３時間３０分→４時間 

● 取得形態・取得単位 

 ＜部分休業（第１号）／子育て部分休業＞ 

 1日を通じて2時間以内，30分単位で取得することができる。 

 ＜部分休業（第１号）／子育て部分休業＞ 

 1 年度につき７７時間３０分（１０日相当。ただし，令和７年度は３８時間４

５分（５日相当））の範囲内で，１時間単位で取得できる。 

（最後に１時間未満の端数を取り切る場合は，分単位で取得可） 

なお，年度中における取得形態の変更は，特別の事情※がある場合のみ

可能 

※配偶者の負傷又は疾病による入院，配偶者との別居，その他の当初の申出時に予測する

ことができなかった事実が生じたことにより取得形態の変更をしなければ対象となる職

員の子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情 

● 申請方法 

 ※利用開始希望日の２週間前までに提出 

 ＜部分休業＞ 

「部分休業申出書兼承認請求書」に母子健康手帳の出生届出済証明のペ

ージの写しを添付し提出 

 ＜子育て部分休業＞ 

  「子育て部分休業承認請求書」に母子健康手帳の出生届出済証明のペー

ジの写しを添付し提出 

  ※小４～小６の子は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手

帳のいずれかの写しも添付 

※  「育 児 時間休暇 」と「部 分休業 （第 １号 ）」「子 育 て部分休業 」は併せて取得するこ

ともできます。その際 ，休業が認められる時間は，2 時間から他の休業の時間を差 し

引いた時間となります。  
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育児短時間勤務について  

小学校就学前の子を養育する職員が，勤 務形態を選択 し，希 望 する日及び時 間帯

において勤務することができる制度です。  

※部分休業／子育て部分休業との併用はできません。 

  

育児短時間勤務 

 

 

● 勤務形態 

①月～金まで 毎日３時間５５分勤務 

②月～金まで 毎日4時間５５分勤務 

③月～金のうち３日間 毎日７時間４５分勤務 

④月～金のうち２日間は毎日７時間４５分・１日は３時間５５分勤務 

⑤【土・日勤務がある部署のみ】 

 ・4週間ごとの期間につき，1週間当たり 

 19時間25分/19時間35分/23時間15分/24時間35分 

 ・4週間を超えない期間につき，1週間当たり 

 19時間25分/19時間35分/23時間15分/24時間35分 

 

● 請求期間 

 １月以上１年以下 

 

● 提出書類 

 開始希望日の1月前までに特別休暇（出産休暇等）承認請求書 

を提出（子の出生日がわかる証明書等を添付） 

 ※業務の処理に支障がある場合は承認されないことがあるため， 

取得を検討する方は所属部署と事前に調整してください 

 

育児短時間勤務による影響 

 

・年休は4/1時点の勤務形態に応じた日数を付与 

・給与は勤務時間に応じ減額 

（給料月額 × １週間当たりの育児短時間勤務の時間 ÷ ３８時間４５分） 

・昇給・昇格は影響なし 

・期末手当は勤務短縮分の１／２に相当する期間を在職期間から除算して支給 

・勤勉手当は勤務短縮分に相当する期間を勤務期間から除算して支給 

・退職手当は育児短時間勤務をした期間の１／３を勤続期間から除算して支給 
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時間外勤務の制限 （免除 ）について  

 育児 ・介 護を行う職員が請求 した場合は，時 間外勤務の制限 （免 除 ）を受けること

ができます。  

①小学校就学の始期

に達するまでの子

を養育する職員 

 

②負傷，疾病又は老

齢により日常生活

を営むのに支障が

ある者を介護する

職員 

 

● 提出書類 

 深夜勤務・時間外勤務制限請求書 

時間外勤務の免除 

● 内容 

 請求した職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難な

場合を除き，所属長は時間外勤務を命令することはできません。 

● 請求期間 

 1年間又は 1か月間から 11か月間までの月単位の期間 

深夜における勤務の制限 

● 内容 

 公務の正常な運営を妨げる場合を除き，深夜（午後 10 時から翌日の午前

5時までの間）における勤務をさせないものとする。 

● 請求期間 

 6月以内の期間 

時間外勤務の制限 

● 内容 

 請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難

である場合を除き，制限時間（1月について24時間，1年について150時

間）を超えて，時間外勤務をさせないものとする。 

● 請求期間 

  1年間又は1か月間から11か月間までの月単位の期間 
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子供休暇について  

子供が風邪をひいて看病が必要なときや，授業参観など子どもの学校行事に参加するときなどに

は，子供休暇を取得することができます。 

子供休暇 

［特別休暇］ 

● 概要 

 子の看護，健康診査・健康診断，予防接種若しくは感染症に伴う学級閉鎖・

出席停止のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子

の保育園，幼稚園や小学校等の行事に参加する場合等に取得することがで

きる特別休暇 

● 対象及び付与日数 

対象 付与日数 

（１年度につき） 

小学校 6 年生以下の子（障害者手帳を保有する子

の場合は，１８歳に達する日の属する年度の３月３

１日までの間にある子）を 1人養育する職員 

5日 

小学校 6 年生以下の子（障害者手帳を保有する子

の場合は，１８歳に達する日の属する年度の３月３

１日までの間にある子）を2人以上養育する職員 

10日 

● 取得単位 

 １日又は１時間 

● 提出書類 

  特別休暇（子供休暇）に係る子の養育状況届 

 ※新規取得の際と，対象となる子の数に変更（増・減）を生じた場合に，そ

の変更後最初に子供休暇を請求する際に提出してください。 

  人事主管課が休暇を付与後，勤務管理システムより休暇が入力できるよ

うになります。 

※  子の看病を長期にわたって行わなければならない場合は，「短 期介護休暇 （特 別

休暇 ）」や「介 護休暇 （無 給 ）」を取得することも可能です。  

 

その他のワークライフバランスに関する制度  

◇時差出勤◇  

 ①7：30～16：15，②8：00～16：45，③9：00～17：45，④9：30～18：15  

 の４パターンから時差出勤を選択できます。  

 ●  利用方法 ：「時 差 出勤予定表 」に記載 し，所 属 長の事前の承認を受けてくださ

い  

◇テレワーク◇  

 本人が希望 し，所 属長の承認を受けた場合は，自宅でのテレワークが可能です。  

 ●  利用方法 ：LINK 内の予約システムより登録のうえ，事 前に所属長の承認を得

てください  

  ※部 局 毎 に同 時 接 続 可 能 台 数 に上 限 があります。利 用 回 数 は月 ２回 程 度 が目 安 です  

  ※要 介 護 者 の看 護 や世 話 等 を行 う場 合 は，テレワークではなく休 暇 等 を取 得 してくださ  

   い  
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復職後の手当金等について  

 復 職 後 は仕 事 と育児 の両 立 支援 の観点 から，育 児 中 の柔軟 な働 き方 として時短

勤務制度を選択 しやすくすることを目的に，手当金の支給制度があります。  

子が２歳に  

達するまで  

[共済組合 ]  

育児時短勤務手当金 （令 和 ７年 ４月 １日 創設 ）  

●  概要  

 ２歳 に満 たない子を養 育 するために育 児 短 時 間 勤 務 又 は部

分 休 業 をした場 合 に支 給 します。支 給 対象 月 に支 払 われた報

酬 の額 が，育 児 時 短勤 務 を開 始 した日 の属 する月 における標

準報酬の月額 （上 限あり）の１００分 の９０に相 当 する額未満で

あるときは１００分 １０を，１００分 の９０を超 える場 合 ，総 務 省

令 で定 める率 で算 定 した額 を支 給 します（支 給 対 象 月 に支 払

われた報 酬の額 が，育 児 時 短 勤 務を開始 した日 の属 する月に

おける標準報酬月額の１００％以 上であるときや，支 給 限度額

以上である場合等は支給されません）。  

※令 和 ７年 ４月 １日 より前 に育 児 時 短 勤務 を開 始 し，４月 １日

において現に当該勤務をしている者 については，４月 １日 を「育

児時短勤務を開始 した日 」とみなして，要 件確認 。  

●  支給要件  

 支 給 対 象 月 の初 日 から末 日 まで引 き続 いて職 員 であり，２

歳 に満たない子を養育するために育児時短勤務の承認を受け

て勤務時間を短縮 したときに対象となります。  

●  提出書類  

・育 児 時短勤務手当金請求書 ※請 求 者 氏 名 欄 は署 名 又 は押 印  

・育 児 時 短 勤 務 に関 する所 属 機 関 の長 の証 明 書 等 ，育 児 時

短 勤 務 の開 始 から終 了 （予 定 ）年 月 日 が確 認 できる書 類 （育

児短時間勤務の辞令や部分休業承認書等 ）の写 し  

・子 が２歳 に達 したため以 外 の事 由 で手 当 金 の支 給 が終 了 す

る場 合 ：その事 由 が確 認 できる書 類 （参 考 ：280 時 短 参 考  

育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧 ）  

※その他 ，別途書類を依頼する場合あり  

●  提出期限 ・提 出 先  

 給 付 を受 ける前 月 の１５日 まで（４月 と１２月 は１０日 まで）に

給与厚生室へ提出 してください。  

※育 児 時 短 勤 務 を行 った請 求 期 間 の暦 月 ごとに，その月 の翌

月以降に請求すること（未 来の日付は不可 ）。  

※請求書以外の添付書類も毎回提出 してください。  

※給付 事 由 の生 じた日から２年 間 行わないときは，時 効 により

請求に係る権利が消滅 します。  

 


